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教職実践演習カリキュラム汎用の可能'性を考える
一教育現場と大学病院を垣間見て一
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教職実践演習は,平成25年度より本学教育学部にて4年生後期に設置･必修化されている。その目的は，

教員として｢最小限必要な資質能力｣が各学生の身についているかどうか，確認することにあるという。

すなわち,中央教育議会答申｢今後の教員養成･免許制度の在り方について｣(平成IS年7月11日)によれば，

｢教職課程の他の科目の履修や教職課程外での様々な活動を通じて学生が身に付けた資質能力が，教員

として最小限必要な資質能力として有機的に統合され，形成されたかについて，課程認定大学が自らの

養成する教員像や到達目標等に照らして最終的に確認｣することにある。

資質能力として確認されるべき内容とは,①教師としての使命感や責任感，教育的愛情等に関する事

項,②社会性や対人関係能力に関する事項,③幼児児童生徒理解や学級経営等に関する事項,④教科・保

育内容等の指導力に関する事項の4つとされている。

本学教育学部の場合，教務委員会内に設置されたワーキンググループのメンバーの方々によって，6

年以上の準備期間を経て，具体的なカリキュラム内容や実施方法が練り上げられた。そのなかでも苦心

されたのは，全学科・全教員の協力体制を可能にすることである。そのため，テキストも学生用と指導

者用の二種類が作成され，事前の説明会も入念に実施されてきた1．

本稿は，この教育実践演習における一クラス担当者の立場からの実践報告である。その立場で実践報

告を述べるのはおこがましいとお考えの方もいらっしやるかもしれない。にもかかわらず，本報告を作

成させていただく理由は，今年度の経験にもとづき二点ある。一つには，本演習が学校教員養成に特化

されたカリキュラムではあっても，なかには汎用スキルとしての広がりを持つ部分もあることに気づか

されたこと，もう一つは，それを手がかりとして受講する学生側への注意喚起を強める必要を感じたこ

とである。

ただし，汎用スキルといっても，それを活用する具体的な方策まで提言することはできない。そこで

本報告ではまず，今年度に実施された演習について，担当教員の役割も含めたカリキュラムの概要を述

べ，次にその中からいくつか報告者自身が他分野との関連で注目した内容について敷術するだけでご容

赦願いたい。ここにいう｢他分野｣の例として言及させていただくのは，報告者が患者の家族として垣間

見た，ある大学病院の外科病棟についてである。おことわりしておくが本学の大学病院ではない。熊本

から新幹線や飛行機を用いて行かねばならない都市部にある，著名な大学病院の一つである。また，あ

くまで個人的な経験であって，社会学的調査に基づくわけでもない。ただ，幾つかの文献や聞き取りに

より，特異な個別事例を一般的な事例のように扱わないようには心がけたつもりである。

また，二つ目の点について，誤解されては困るが，大半の学生は真面目に受講し，課題もきちんと提

出している。ただ残念ながら，卒業後に教員以外の進路を選んでいたり，卒論やアルバイト等で消耗し

ている学生たちのなかには，一部ではあるが，出席回数も最低限，何度注意しても課題のいくつかは不

提出のまま放置するというように，極力｢省エネ｣で間に合わせよう，といった態度がすでにあからさま
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